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１ 認定申請の認定の適否に当たっては、自然公園法第２４条第１項各号及び自然公園法施行規則（昭和３２年厚生省令第４１号。

以下「規則」という。）第１３条の６によるものとする。 

 

 

受付

機関 
有明海再生・自

然環境課 
処理

機関 
有明海再生・自

然環境課 
交付

機関 
有明海再生・自然

環境課 
標準処理期間 ３０日 目次

№ 
 

 標準経由期間      日 
 


